
ポイントカードの有効期限について

令和５年４月１日以降発行のポイントカードは、

令和６年３月３１日まで

の期限となります。

※カード表面に「最初の押印から1年間有効」と記載がありますが、
一律で上記の期限となりますのでご了承ください。
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